
京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例
平成19年京都府条例第51号

【 体 系 図 】

監視地区（要届出） 建築物の新築等、土地の開墾、土石採取など （条例第２６条）

管理地区（要許可）建築物の新築等、土地の開墾、土石採取、木竹伐採
餌付け、他地域からの同種の

移入

（条例第２４条）
立入制限地区（禁止）（条例第２５条）
地権者の同意を得て立入制限措置

指定希少野生生物の個体の取扱い規制
（条例第１３条～１９条）

府内で絶滅のおそれのある野生生物

指定希少野生生物の指定（条例第９条）

生息地等保全地区の指定 （条例第２３条）

府民協働による保全回復措置

府が策定する種ごとの基本的な計画

府保全回復事業計画

府、府民等、保全団体等、事業者の責務

効果調査

保全回復事業の効果について定期的に調査

計画・調査

基本方針

基本構想、種指定、生息地指定、保全回復事業、普及啓発、人材育成などの基本事項

希少野生生物保全推進員
支援支援

（条例違反行為に対する罰則）

（条例違反行為に対する罰則）
府民提案制度
（条例第１０条）

保全回復事業の認定

協働保全団体との協定締結

府の支援措置（財政、情報、技術支援）

保全団体の登録

捕獲・採取、殺傷・損傷、譲渡し、譲受け、引渡

し、引受け、所持、巣の破壊・損傷、陳列、広告

参考資料８



府民提案制度
（条例第10条）

府民提案募集

↓ ↓

提案書提出
（条例第10条第1項） → 書類等の形式審査 ↓

・科学的知見を示す書類
・選定の基準を満たすことを証する書類 ↓ ↓

(施行規則第5条第2項）

 ↓ ↓

提案者に不採用通知
（条例第10条第2項） ← 提案種が

不採用の場合
↓

↓

↓

提案者に指定決定通知
(条例第10条第2項） ← ← ← ←

指定告示
(条例第9条第6項）

公聴会
(条例第9条第4項）

異議意見の提出など

指定種案の公告・縦覧（2週間）
(条例第9条第2項）

環境審議会への諮問・答申
(条例第9条）

↓

環境審議会の意見聴取

↓

↓

↓

↓

異議意見書の
提出があった
ときなど広く意
見を聴く必要
のある場合に
開催

京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例

指定希少野生生物の指定手続きフロー

希少野生生物保全専門委員会の意見聴取

↓

↓

↓

指定候補案の選定

希少野生生物専門委員会
との事前協議

指定候補種調書の作成

調査・資料収集


